
議案第３６号 

関市ふれあいセンター条例の一部改正について 

関市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

令和３年６月７日提出 

            関市長 尾 関 健 治     

提案理由 

ふれあいセンターの使用料の改定等をするため、この条例を定めようとする。 



関市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

関市ふれあいセンター条例（平成５年関市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

第１０条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第２項を削り、第３項を第２

項とする。 

第１６条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第５項を削り、第６項を第５

項とする。 

別表１の表備考２及び２の表備考２中「４２０円」を「４００円」に改め、別

表３の表会議室（１階）の項中「（１階）」を削り、同項の次に次のように加え

る。 

多目的室 ３００ ４００ ４００ ７００ ８００ １，１００

別表３の表会議室（２階）の項中「会議室（２階）」を「大会議室」に改め、

同表備考１の表を次のように改める。 

区分 
使用料（円） 

会議室 多目的室 大会議室 調理室 

延長料金（３０分） ６０ ６０ １５０ ３０

別表３の表備考２、４の表備考２、５の表備考２及び６の表備考２中「４２０

円」を「４００円」に改め、別表７の表和室の項中「和室」を「和室北」に改め、

同項の次に次のように加える。 

和室南 １５０ ２００ ２００ ３５０ ４００ ５５０

            「      「 

 別表７の表備考１の表中 
和室 

を 
和室北 和室南 

に改め、 
３０ ３０ ３０

                   」           」 

別表７の表備考２中「４２０円」を「４００円」に改め、別表８の表会議室の項

及び和室の項を次のように改める。 

会議室１ ４５０ ６００ ６００１，０５０１，２００ １，６５０

会議室２ ４５０ ６００ ６００１，０５０１，２００ １，６５０

 別表８の表会議室２の項の次に次のように加える。 



和室１ １５０ ２００ ２００ ３５０ ４００ ５５０

和室２ １５０ ２００ ２００ ３５０ ４００ ５５０

多目的室 ４５０ ６００ ６００１，０５０１，２００ １，６５０

別表８の表備考１の表を次のように改める。 

区分 
使用料（円） 

会議室１ 会議室２ 和室１ 和室２ 多目的室 調理室 

延長料金（３０分） ９０ ９０ ３０ ３０ ９０ ９０

 別表８の表備考２及び９の表備考２中「４２０円」を「４００円」に改め、別

表１０の表多目的室の項中「多目的室」の次に「（全面）」を加え、同項の次に

次のように加える。 

多目的室 

（半面） 

７５０１，０００１，０００１，７５０２，０００ ２，７５０

            「       「 

 別表１０の表備考１の表中 

多目的室 

を 

多目的室

（全面） 

多目的室

（半面） に 

３００ ３００ １５０

                   」              」 

改め、別表１０の表備考２及び１１の表備考２中「４２０円」を「４００円」に

改め、別表１２の表和室の項の次に次のように加える。 

控室 １５０ ２００ ２００ ３５０ ４００ ５５０

            「       「 

 別表１２の表備考１の表中 
和室 

を 
和室 控室 

に 
６０ ６０ ３０

                   」              」 

改め、別表１２の表備考２及び１３の表備考２中「４２０円」を「４００円」に

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条及び第１６条の改正



規定並びに次項の規定は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１０条及び第１６条の規定は、令和４年４月１日以後の使用に係

る使用料及び利用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び

利用に係る料金については、なお従前の例による。 


